
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

 日 時  令和７年１２月１９日（金）午前１０時００分～午前１１時１５分  

場 所 

 

扶桑町役場 第５会議室 

 

 

出席者 

 

教育長       澤木貴美子 

    

学校教育課長         陸浦 裕司 

教育長職務代理者  熊﨑 規恭  生涯学習課長      松原 薫 

                教育委員      江口 夏世 学校教育担当主幹兼指導主事 

教育委員      千田 正仁 

 

 

                    寺谷 裕良 

教育委員      菱田 靖子 

 

 

学校教育担当統括主査兼指導主事 

教育部長      仙田 剛宏 

           

             上田 勇人 

  

         
 

 
   

 

 

 

議 題 

 

 

及 び 

 

 

結 果 

 

２ 協議事項 

 

 

（１）令和７年度１２月要・準要保護児童生徒等の報告について   承認               

（２）指定校変更について                    承認 

（３）県民の日「学校ホリデー」について             承認 

（４）当面の諸課題について 

 

３ 連絡事項 

（１）行事予定表について 

 

４ その他 

（１）１２月定例会一般質問の報告について 

 （２）令和７年度小中学校卒業式出席者一覧について 

（３）令和８年度定例教育委員会・定例校長会の日程及び開催会場について 

（４）その他 

 

 

 

 

 



令和７年１２月定例教育委員会会議録 

日時 令和７年１２月１９日（金）  

午前１０時００分 

  場所 扶桑町役場 第１会議室    

１ あいさつ 

発言者 発言の要旨 

指導主事 

 

教育長 

令和７年１２月定例教育委員会を始めます。１．あいさつということで

教育長先生お願いします。 

季節は冬至に入ってまいりますが、暖かい日が続くような天気でござい

ます。１２月中旬の七十二侯で「熊蟄穴（くまあなにこもる）」というもの

があります。本来ならこもっているクマが雪の中から現れているというこ

ともあり、とんでもないことが今年は起こっているというように思います。 

１２月会議も終わり、ほっとしているところでございますが、国の方では

新しい政権が発足しまして、次々と矢継ぎ早にいろいろな施策が出てまい

りました。ありがたい政策もたくさんありますので、のちのちご説明させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

２ 協議事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

 

 

教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

それでは協議事項に入っていきたいと思います。（１）令和 7 年度 12

月要・準要保護児童生徒の認定についてということでお願いいたしま

す。 

別紙 1 の方をご覧ください。こちらは 12 月認定分として中学生 1 名

挙げさせていただいております。認定要件区分につきましてはご覧の通

りでございます。補足として、学校名を見ていただくと町外となってい

ます。この方は令和 7 年の 10 月に扶桑町に転入されて、中学 3 年生と

いうことで、区域外就学の申請を出されて、扶桑町に住所がありながら

町外の中学校に通っております。それに関して、これまでは住所があっ

ても学校が扶桑町外だということで申請はありませんでしたが、今年 4

月から愛知県立中学校ができたことに伴って制度が変わり、扶桑町に住

所を有し、全国にある国立および公立の小・中学校に県立も含めて、在

学する児童生徒の保護者が対象になったことによって、この方も対象と

なります。12 月認定分を入れて、児童 119 人、生徒 59 人となります。

以上です。 

何かご質問等ございますか。ないようですので、この件についてお認

めいただけますか。 

はい。 

それでは、（２）指定校変更についてお願いいたします。 



指導主事 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

 

 

 

教育委員 

指導主事 

教育委員 

指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員 

指導主事 

教育長 

 

 

指導主事 

教育委員 

 

 

教育長 

別紙 2をご覧ください。こちらは例年、柏森小学校の高木西地区と、

扶桑東小学校の福塚地区の小学校 6年生の児童を対象に、小学校の友達

と一緒の中学校に進学させたいという要望があった場合、指定校変更と

いう形で扶桑中学校に通うことができるため、調査をした結果となりま

す。1 名については、扶桑北中学校へ行くということで保護者・本人と

もご希望されています。それ以外の児童は、指定校変更の希望を出し、

扶桑中学校へ就学するという希望がありました。 

何かご意見ご質問等ございますか。ないようですので、この件につい

てお認めいただけますか。 

はい。 

続きまして、別紙 3をご覧ください。こちらは別の理由で、指定校変

更の希望が出されましたので、ご協議よろしくお願いいたします。 

（内容について説明） 

ご意見ご質問等ございますか。 

心機一転、新しい環境で過ごしていけることを願います。 

それでは、この件についてお認めいただけますか。 

はい。 

それでは、（３）「県民の日」学校ホリデーについて、説明をさせてい

ただきます。以前の教育委員会でも少し話題を出させていただきました

が、扶桑町教育委員会としては、令和 8 年度の学校ホリデーを 11 月 24

日火曜日として考えております。別添の資料は、各市町の現時点の状況

を示したものです。扶桑町は 11月 24日で出させていただきましたが、

27日にして 3連休を二つ作るという市町も多いという印象です。丹葉地

区で揃えるという方針は変わらず、この資料を見ると丹葉地区では 24

日の火曜日で統一ができているかと思っております。ご意見ご質問等ご

ざいますか。ないようですので、このまま 11月 24日で進めさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

はい。 

それでは、（4）当面の諸課題について、お願いいたします。 

学校教育についてお願いします。（要項に沿って説明） 

生涯学習についてお願いします。（要項に沿って説明） 

報告・連絡事項です。（要項に沿って説明） 

何かご意見ご質問等ございますか。 

県民ホリデーについて、だいぶ定着してきていると思いますが、その

日は放課後児童クラブで預かりはしていますよね。その件について、何

か意見などは届いていますか。 

意見としては届いていませんが、保護者の中には休みが取れないとい



う人たちもいることは想定されます。特に、保育園の先生方は大変なの

ではと思います。中には自治体ごとで決める県民ホリデーの日が異なる

場合もあり、夫婦で違う日になった場合は困ると思います。 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

 

教育課長 

生涯学習課長 

指導主事 

教育委員 

それでは、３．連絡事項にうつります。（１）行事予定表についてお願い

いたします。 

学校教育について、お願いします。（別紙について説明） 

生涯学習について、お願いします。（別紙について説明） 

行事予定について何かご質問等ございますか。 

ありません。 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

指導主事 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、４．その他にうつります。（１）１２月定例会一般質問の

報告についてということでお願いいたします。 

今回、3 名の議員から質問がありましたので、質問内容と答弁内容に

ついて報告します。 

１人目は山田委員からの質問です。「相次ぐ教員の盗撮問題について

本町の方針は。」と質問がありました。答弁としましては、7 月に県教

育委員会より信頼回復のための取り組みについて気をつけるべき点が

通達された。町としても厳重なる対応を小・中学校に指示をした。さら

に、児童生徒の保護者にも今回の取り組みをお知らせした。今後もモラ

ル向上研修や服務規律遵守を徹底するよう校長会で確認し、教員の資質

向上補助に努めていくと答弁しました。 

２人目は、高橋議員からの質問です。「小・中学校におけるひきこも

りについて、登校渋りの対策は。」と質問がありました。答弁としまし

ては、登校渋りの要因は、友人関係や勉強がわからない、発達障害、家

庭環境など様々な原因で起こり、多くはその不安から生じるものとされ

ている。学校到着後に保健室等で一定時間過ごしたり、登校時間の調整

をしたりするなどゆっくり焦らず、自分のペースで無理をさせないよう

な対応をとっている。前兆をより早く発見し、他人による面談やスクー

ルソーシャルワーカー、スクールカウンセラーによる家庭支援等、家庭

と学校関係機関が連携して支援し、不登校にならないよう取り組んでい

くと答弁しました。 

３人目は、大河原議員からの質問です。「部活動から地域クラブ活動

への移行計画は。」と質問がありました。答弁としましては、来年の夏

の大会後、休日の部活動は行わず、全面的に地域クラブ活動に展開して



 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

指導主事 

 

 

 

 

指導主事 

 

 

 

 

 

指導主事 

いく。今後は全ての指導者、本町に勤務する小中学校、誠信高等学校の

教職員に地域クラブ活動の指導者として参加するか否かの意向調査を

行い、設置できる種目を決定し、１２月末に町ホームページで公開する

予定である。また、文化協会へも意向調査を行い、受け入れ可能な団体

を確定し、１月に同様にホームページで公開予定である。４月には実施

案を保護者に、生徒には見学会や体験会を実施し、６月には地域クラブ

活動への入会希望調査を行い、７月末に正式に地域クラブ活動をスター

トする予定であると答弁しました。以上です。 

（２）令和 7 年度小中学校卒業式出席者一覧についてお願いいたしま

す。 

別紙５をご覧ください。現在のところ、このような形で出席者をお示

しさせていただきました。中学校が３月６日金曜日、小学校が３月１９

日木曜日になります。また、時間等の詳細に関しては、この後学校に案

内状の送付の依頼をさせていただきますので、次回の教育委員会にてお

渡しできればと思います。よろしくお願いいたします。 

（３）令和 8 年度定例教育委員会・定例校長会の日程および開催会場

についてということでお願いいたします。 

別紙６をご覧ください。小中学校の年間計画、教育長先生並びに皆様

の出張等の情報をまとめ、調整したところでの第一案になります。現状

のところで皆様の予定を聞かせていただいて、この後再度調整したいと

思います。 

（４）その他ということで、何かございますか。ないようですので、

12 月定例教育委員会を閉じたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


